
 水道加入金  

五所川原地区で水道への新規加入のお客様や、現在設置の口径を大きくする場合に、

ご負担いただく加入金は、令和元年１０月１日以降の加入分から、消費税率１０％を適

用します。  

 

※水道加入金とは  

新築などで水道管を新設する場合や、メーターの口径を大きくする場合に、お支払い

いただく加入金のこと。  

 

水道加入金（税抜き） 

メーターロ径 加入金の額 

13mm 40,000円 

20mm 100,000円 

25mm 200,000円 

30mm 300,000円 

40mm 500,000円 

50mm 800,000円 

75mm 1,500,000円 

100mm 2,500,000円 

150mm以上 管理者が給水装置を新設又は改造する者と協議して定める  

 上記の加入金の額に１０％を乗じた額（消費税等相当額）を加えた合計金額が、お支払いいた

だく水道加入金となります。 

  

【加入金計算例】  

（新規加入：口径１３㎜の場合）  

水道加入金     ４０，０００円  

消費税等相当金額   ４，０００円（４０，０００円×１０％）  

合 計     ４４，０００円  

 

（新規加入：口径２０㎜の場合）  

水道加入金    １００，０００円  

消費税等相当金額  １０，０００円（１００，０００円×１０％）  

合 計     １１０，０００円  

 

（口径を大きくする場合：口径１３㎜を２０mmにする場合）  

水道加入金     ６０，０００円（１３㎜と２０㎜の差額分）  

消費税等相当金額   ６，０００円（６０，０００円×１０％）  

合 計      ６６，０００円 

 


